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（継続開示）厚生年金基金の特例解散に伴う特別損失の発生に関するお知らせ 

 

平成25年９月27日｢厚生年金基金の特例解散に関するお知らせ｣で開示いたしましたとおり、当

社が加入する「西日本冷凍空調厚生年金基金」（総合型）は、平成25年９月18日開催の代議員会に

おいて特例解散の方針を決議いたしました。その際未確定でありました解散に伴う損失の金額に

つきましては、代行部分積立不足額の確定が基金の清算業務終了時点となるため未だ確定には至

っておりませんが、合理的に見積もることが可能になりましたので、下記の通り平成27年３月期

第２四半期において特別損失として計上することといたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．解散に伴う損失の発生と業績に与える影響 

解散認可が平成27年３月と想定した場合の同基金全体の積立不足額（概算）に、当社およ

び一部の当社連結子会社の負担割合（平成25年９月30日現在における基金全体の標準報酬月

額の総額に占める、当社および一部の当社連結子会社の標準報酬月額の総額）を乗じる方法

で算出された355百万円を、同基金解散に伴う損失見込み額とし、厚生年金基金解散損失引当

金として平成27年３月期第２四半期に計上いたします。 

なお、平成26年５月９日に開示しました、平成27年３月期の第２四半期及び通期の連結業

績予想につきましては、概算ではありますが320百万円（特別損失）を影響額として見込んで

おりますので、第２四半期及び通期業績への影響は軽微と判断しております。 

 

２．解散認可の時期 

   解散認可の時期につきましては、平成27年３月頃となる見込みであります。また、当社の

負担額の納付につきましては、解散認可よりおよそ半年～１年後となる見込みであります。 

 

以 上 


